
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して入力された特定個人用の情報を個人情報記憶手段に格納する伝言ボッ
クス機能と、使用者による１回のキー操作により予め登録されている電話番号に自動的に
発呼するワンタッチダイヤル機能と、予め登録されている複数の電話番号のうち前記個人
情報記憶手段に対応付けてグループ化された電話番号に対応する情報のみを表示させ、そ
れらのうち使用者により選択された電話番号に自動的に発呼するプライベート電話帳機能
と 通信装置であって、
　 通話中に押下される場合は前記伝言ボックス機能を使用するための
キーとして機能し、待機中に押下される場合であって、 共通のキー以外の第１の所定
のキーと組み合わせて押下される場合には前記プライベート電話帳機能を使用するための
キーとして機能し 独で押下される場合には前記ワンタッチダイヤル機能を使用するた
めのキーとして機能す とを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記共通のキーが待機中に押下される場合であって、前記第１の所定のキー以外の第２
の所定のキーと組み合わせて押下される場合には前記伝言ボックス機能を使用するための
キーとして機能する、請求項 に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記共通のキーが前記伝言ボックス機能を使用するためのキーとして機能する場合、前
記共通のキーの押下操作以外に、伝言ボックスに対応して予め登録された暗証情報を入力
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するためのキー操作がなされることを条件として、前記伝言ボックス機能が使用可能にな
る、請求項 または請求項 に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記共通のキーが前記プライベート電話帳機能を使用するためのキーとして機能する場
合、前記共通のキーの押下操作以外に、プライベート電話帳に対応して予め登録された暗
証情報を入力するためのキー操作がなされることを条件として、前記プライベート電話帳
機能が使用可能になる、請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記プライベート電話帳機能は、グループ内の各電話番号に付された短縮番号を使用者
がダイヤルキーの押下操作により選択した場合に自動発呼するとともに、使用者の第３の
所定のキー操作によりグループ内の各電話番号に対応する名称または電話番号を所定の順
に順次表示し、使用者の前記第３の所定のキー操作とは別の第４の所定のキー操作により
表示中の名称に対応する電話番号または表示中の電話番号に自動発呼する、請求項 ない
し請求項 のいずれかに記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信回線を介して入力可能な特定個人用の情報を記憶する個人情報記憶手段
を有する通信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　たとえばファクシミリ装置においては、通信回線を介して入力された特定個人用の情報
を個人情報記憶手段に格納する、いわゆる伝言ボックス機能を備えたものが存在する。個
人情報記憶手段は、たとえばＲＡＭの複数のメモリ領域により実現されており、これらの
メモリ領域は、それぞれが異なる特定個人に割当てられ、留守モードのときに、伝言ボッ
クスの番号を指定して他のファクシミリ装置などから電話回線を通じてファクシミリ送信
あるいは音声送信を行うことにより、それらのファクシミリデータあるいは音声データが
対応するメモリ領域に記憶される。そして、自己宛の伝言内容を知りたい特定個人は、い
わゆる暗証番号の入力を含む所定の操作により、ファクシミリ装置を直接操作して自己の
伝言ボックスの内容を取り出せるばかりでなく、他のファクシミリ装置などから電話回線
を介して取り出すこともできる。すなわち、自己の伝言ボックスに対応するメモリ領域に
記憶されたデータがファクシミリデータの場合、それを記録用紙に印刷させ、また自己の
伝言ボックスに対応するメモリ領域に記憶されたデータが音声データの場合、それをスピ
ーカから音声として再生させることができる。
【０００３】
　また、使用者による１回のキー操作により予め登録されている電話番号に自動的に発呼
する、いわゆるワンタッチダイヤル機能を備えたファクシミリ装置も存在する。このワン
タッチダイヤル機能によれば、予め登録しておいた所望の電話番号に対応する１個のキー
を１回押下するだけで自動的に発呼されるので、たいへん便利である。なお、本明細書に
おいては、いわゆるファクシミリ番号も含めて電話番号という。
【０００４】
　更に、予め登録されている複数の電話番号のうち個人情報記憶手段に対応付けてグルー
プ化された電話番号またはそれに対応する相手先名称のみを表示させ、それらのうち使用
者により選択された電話番号に自動的に発呼する、いわゆるプライベート電話帳機能を備
えたファクシミリ装置も存在する。このプライベート電話帳機能によれば、短縮ダイヤル
などのために多数の電話番号が登録されている場合、伝言ボックスが割り当てられた各使
用者毎にそれらをグループ化でき、伝言ボックスが割り当てられた各使用者にとっては、
自己に必要な電話番号のみが登録された電話帳として利用できることから、たいへん便利
である。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来のファクシミリ装置では、伝言ボックス機能を使用するための
キーと、ワンタッチダイヤル機能を使用するためのキーと、プライベート電話帳機能を使
用するためのキーとが、各々別個に設けられていたので、キーの設置数が増加してしまう
という課題があった。すなわち、キーの設置数が増加すれば、部品コストおよび組立コス
トの増加により生産コストが増加する。また、キーの設置スペースの確保のために装置の
小型化が阻害される。更に、キーが多いと使用者に心理的な圧迫感を与え、操作に慣れる
のに時間がかかる。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みて提案されたものであって、伝言ボックス機能とワンタッチ
ダイヤル機能とプライベート電話帳機能とを有し、しかもそれらを使用するためのキーを
削減できる通信装置を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載した発明の通信装置は、

通信装置であって、

構成としたものである。
【０００８】
　この通信装置によれば、

できる。
【０００９】
　通信回線は、公衆回線であっても専用回線であってもよく、有線であっても無線であっ
てもよい。
【００１０】
　個人情報記憶手段としては、ＲＡＭなどの揮発性メモリやＥＥＰＲＯＭなどの書換え可
能な不揮発性メモリなどを用いることができるが、これに限らず、たとえばハードディス
ク装置などを用いてもよい。なお、揮発性メモリを用いる場合は、電池などにより電源バ
ックアップを施すのが好ましい。
【００１１】
　個人情報記憶手段の設置数は任意であるが、複数の場合は、いずれの個人情報記憶手段
に対して入出力を行うのかを指定するための指定情報を入力する必要がある。
【００１２】
　通信装置としては、ファクシミリ装置や電話装置などが考えられるが、これに限らず、
たとえば、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、あるいは電子複写装置などに通
話機能やファクシミリ送受信機能などを付加したものも含まれる。
【００１３】
　キーとしては、押釦スイッチを用いることができるが、これに限らず、タッチスイッチ
などを用いてもよい。さらには、表示画面上のアイコンに直接触れるか、あるいはカーソ
ルを表示画面上のアイコンの位置に合わせてマウスをクリックする形式のスイッチ手段を
用いてもよい。
【００１４】
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通信回線を介して入
力された特定個人用の情報を個人情報記憶手段に格納する伝言ボックス機能と、使用者に
よる１回のキー操作により予め登録されている電話番号に自動的に発呼するワンタッチダ
イヤル機能と、予め登録されている複数の電話番号のうち前記個人情報記憶手段に対応付
けてグループ化された電話番号に対応する情報のみを表示させ、それらのうち使用者によ
り選択された電話番号に自動的に発呼するプライベート電話帳機能とで共通のキーを使用
する 前記共通のキーは、通話中に押下される場合は前記伝言ボックス
機能を使用するためのキーとして機能し、待機中に押下される場合であって、前記共通の
キー以外の第１の所定のキーと組み合わせて押下される場合には前記プライベート電話帳
機能を使用するためのキーとして機能し、単独で押下される場合には前記ワンタッチダイ
ヤル機能を使用するためのキーとして機能する

共通のキーが、伝言ボックス機能を使用するためのキーとワン
タッチダイヤル機能を使用するためのキーとプライベート電話帳機能を使用するためのキ
ーとの３つを共用しているので、キーの設置数を最大限に削減



　電話番号の登録は、たとえばＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性メモリに電話番号を記憶させ
ることにより行う。もちろん、ＲＡＭなどの揮発性メモリに電源バックアップを施して電
話番号を記憶させてもよいし、ハードディスク装置などに電話番号を記憶させてもよい。
【００１５】
　グループ化された電話番号に対応する情報の表示は、電話番号自体の表示であってもよ
いし、電話番号に対応する名称の表示であってもよい。
【００１６】
【００１７】
【００１８】
　第１の所定のキーは、１個であってもよいし複数個であってもよい。
【００１９】
　更に、請求項 に記載した発明の通信装置は、請求項 に記載の通信装置であって、共
通のキーが待機中に押下される場合であって、第１の所定のキー以外の第２の所定のキー
と組み合わせて押下される場合には伝言ボックス機能を使用するためのキーとして機能す
る。
【００２０】
　この通信装置によれば、請求項 記載の通信装置による効果に加えて、待機中に伝言ボ
ックス機能を使用できる。
【００２１】
　第２の所定のキーは、１個であってもよいし複数個であってもよい。
【００２２】
　また、請求項 に記載した発明の通信装置は、請求項 または請求項 に記載の通信装
置であって、共通のキーが伝言ボックス機能を使用するためのキーとして機能する場合、
共通のキーの押下操作以外に、伝言ボックスに対応して予め登録された暗証情報を入力す
るためのキー操作がなされることを条件として、伝言ボックス機能が使用可能になる。
【００２３】
　この通信装置によれば、請求項 または請求項 に記載の通信装置による効果に加えて
、伝言ボックスに対応して予め登録された暗証情報を入力するためのキー操作がなされる
ことを条件として、伝言ボックス機能が使用可能になるので、暗証情報を知らない者によ
る伝言ボックスの不正な使用を良好に防止できる。
【００２４】
　暗証情報としては、たとえば使用者による複数のダイヤルキーの所定順序の押下操作に
基づいて入力される所定桁の数字が考えられる。
【００２５】
　更に、請求項 に記載した発明の通信装置は、請求項 ないし請求項 のいずれかに記
載の通信装置であって、共通のキーがプライベート電話帳機能を使用するためのキーとし
て機能する場合、共通のキーの押下操作以外に、プライベート電話帳に対応して予め登録
された暗証情報を入力するためのキー操作がなされることを条件として、プライベート電
話帳機能が使用可能になるものである。
【００２６】
　この通信装置によれば、請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の通信装置による効
果に加えて、プライベート電話帳に対応して予め登録された暗証情報を入力するためのキ
ー操作がなされることを条件として、プライベート電話帳機能が使用可能になるので、暗
証情報を知らない者によるプライベート電話帳の不正な使用を良好に防止できる。
【００２７】
　プライベート電話帳の暗証情報は、伝言ボックスの暗証情報と同じであってもよいし、
異なっていてもよい。
【００２８】
　また、請求項 に記載した発明の通信装置は、請求項 ないし請求項 のいずれかに記
載の通信装置であって、プライベート電話帳機能は、グループ内の各電話番号に付された
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短縮番号を使用者がダイヤルキーの押下操作により選択した場合に自動発呼するとともに
、使用者の第３の所定のキー操作によりグループ内の各電話番号に対応する名称または電
話番号を所定の順に順次表示し、使用者の第３の所定のキー操作とは別の第４の所定のキ
ー操作により表示中の名称に対応する電話番号または表示中の電話番号に自動発呼する。
【００２９】
　この通信装置によれば、請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の通信装置による効
果に加えて、プライベート電話帳の短縮ダイヤル機能と辞書順検索機能との双方を利用で
きてたいへん便利である。
【００３０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００３１】
　図１は、本発明に係る通信装置の一例としてのファクシミリ装置の回路ブロック図であ
って、このファクシミリ装置は、ＣＰＵ１、ＮＣＵ２、ＲＡＭ３、モデム４、ＲＯＭ５、
ＥＥＰＲＯＭ６、ゲートアレイ７、コーデック８、ＤＭＡＣ９、読取部１１、記録部１２
、操作部１３、表示部１４、通信部１５、および子機１６を備えている。ＣＰＵ１、ＮＣ
Ｕ２、ＲＡＭ３、モデム４、ＲＯＭ５、ＥＥＰＲＯＭ６、ゲートアレイ７、コーデック８
、およびＤＭＡＣ９は、バス線により相互に接続されている。バス線には、アドレスバス
、データバス、および制御信号線が含まれる。ゲートアレイ７には、読取部１１、記録部
１２、操作部１３、表示部１４、および通信部１５が接続されている。ＮＣＵ２には、通
信回線の一例としての電話回線２１が接続されている。
【００３２】
　ＣＰＵ１は、ファクシミリ装置全体を制御する。ＮＣＵ２は、電話回線２１に接続され
て網制御を行う。ＲＡＭ３は、図示していないが、電源バックアップが施されており、各
種のデータを記憶する。また、ＲＡＭ３には、特定個人用の情報を記憶する所定容量の個
人情報記憶領域が設定されており、本実施形態では５人分の個人情報記憶領域が確保され
ている。モデム４は、送信データの変調や受信データの復調などを行う。ＲＯＭ５は、各
種のプログラムなどを記憶している。ＥＥＰＲＯＭ６は、各種の登録データやフラグなど
を記憶する。ゲートアレイ７は、ＣＰＵ１の入出力インターフェイスとして機能する。コ
ーデック８は、送信ファクシミリデータの符号化や受信ファクシミリデータの復号化を行
うとともに、送信音声データを音声信号に変換し、受信音声信号を音声データに変換する
。ＤＭＡＣ９は、ＲＡＭ３およびＥＥＰＲＯＭ６へのデータの書き込みや読み出しを行う
。読取部１１は、光源やＣＣＤセンサや原稿送りモータなどを備えており、原稿を読み取
って画信号を出力する。記録部１２は、インクジェット方式あるいは熱転写方式などの印
刷手段を備えており、受信画像などを記録用紙上に記録する。操作部１３は、キースイッ
チ群などからなり、使用者の操作に応じた信号を出力する。表示部１４は、ＬＣＤなどか
らなり、ＣＰＵ１により制御されて各種の表示を行う。通信部１５と子機１６とは、相互
に無線による通信を行う。すなわち子機１６は、コードレスのハンドセットとしての機能
と、親機を遠隔操作するコードレスのリモートコントローラとしての機能とを有している
。なお、上記ファクシミリ装置の子機１６以外の部分を親機と呼ぶ。また、通信部１５お
よび子機１６の回路構成自体は、コードレス電話装置などと同様であり、周知であるので
説明を省略する。
【００３３】
　図２は操作部１３および表示部１４の一部を構成する操作パネルの平面図であって、こ
の操作パネルには、操作キーとして、１２個のダイヤルキー２２、５個のボックス指定キ
ー２３、録音キー２４、消去キー２５、再生キー２６、留守モード設定キー２７、ファン
クションキー２８、プライベートキー２９、ヘルプキー３０、停止キー３１、コピーキー
３２、スタートキー３３、受信モードキー３４、画質キー３５、左スクロールキー３６、
セットキー３７、右スクロールキー３８、内線／キャッチキー３９、再ダイヤル／ポーズ
キー４０、保留キー４１、およびスピーカホンキー４２が設けられている。また、この操
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作パネルには、表示装置として、文字、数字、記号などを表示するＬＣＤ４５と、たとえ
ば赤色に発光する発光ダイオード４６とが設けられている。
【００３４】
　ダイヤルキー２２は、使用者が被呼先を特定するためのダイヤル番号、具体的には電話
番号やファクシミリ番号を入力するためのものである。ボックス指定キー２３は、特定の
個人に割り当てられた伝言ボックスを指定するためのものであって、本実施形態ではＡ～
Ｅの５個の伝言ボックスが設けられている。録音キー２４は、図１に示す電話回線２１を
介して入力された情報をＲＡＭ３に記憶させるためのものである。消去キー２５は、ＲＡ
Ｍ３に記憶された情報を消去するためのものである。再生キー２６は、ＲＡＭ３に記憶さ
れた情報を再生するためのものである。なお、再生とは、ＲＡＭ３に記憶された情報が音
声データであれば、それを音声として出力することをいい、ＲＡＭ３に記憶された情報が
ファクシミリデータであれば、それを記録用紙に画像として印刷することをいう。留守モ
ード設定キー２７は、ファクシミリ装置の動作モードを留守モードに設定するためのもの
である。ファンクションキー２８は、各種の設定．登録などを行うためのものである。プ
ライベートキー２９は、伝言ボックスにアクセスしたり電話帳機能を使用したりするため
のものである。ヘルプキー３０は、機能案内を記録部１２に印刷させるためのものである
。
【００３５】
　停止キー３１は、ファクシミリ送信などを停止させるためのものである。コピーキー３
２は、コピー動作を開始させるためのものである。スタートキー３３は、ファクシミリ送
信などを開始させるためのものである。受信モードキー３４は、受信モードを選択するた
めのものである。画質キー３５は、画質の精細度を選択するためのものである。左スクロ
ールキー３６は、ＬＣＤ４５の表示画面に表示されるカーソルを左方向に移動させるため
のものである。セットキー３７は、ＬＣＤ４５の表示画面に表示された設定あるいは登録
内容などを確定させるためのものである。右スクロールキー３８は、ＬＣＤ４５の表示画
面に表示されるカーソルを右方向に移動させるためのものである。内線／キャッチキー３
９は、内線およびキャッチのために使用するものである。再ダイヤル／ポーズキー４０は
、再ダイヤルおよびポーズのために使用するものである。保留キー４１は、外線を保留し
ておくためのものである。スピーカホンキー４２は、図外のハンドセットを用いた通話状
態からハンドセットを用いない通話状態に切り替えるためのものである。ＬＣＤ４５は、
登録あるいは設定内容や動作状態などを表示するためのものである。発光ダイオード４６
は、特定個人用の伝言ボックスあるいは非特定個人用の一般メールボックスに音声メッセ
ージあるいはファクシミリメッセージが格納されていることをたとえば点滅により報知す
るためのものである。
【００３６】
　図３は子機１６の正面図であって、子機１６の正面には、操作キーとして、１２個のダ
イヤルキー５１、外線キー５２、切キー５３、内線キー５４、キャッチキー５５、再生／
停止キー５６、短縮キー５７、再ダイヤル／ポーズキー５８、保留キー５９、およびファ
クシミリ受信キー６０が設けられている。さらに、子機１６の正面には、マイクロホン６
５およびスピーカ６６が設けられている。
【００３７】
　ダイヤルキー５１は、使用者が被呼先を特定するためのダイヤル番号、具体的には電話
番号やファクシミリ番号を入力するためのものである。外線キー５２は、外線にアクセス
するときに使用するためのものである。切キー５３は、通話を終了するときに使用するた
めのものである。内線キー５４は、内線にアクセスするときに使用するためのものである
。キャッチキー５５は、キャッチのために使用するものである。再生／停止キー５６は、
伝言ボックスや一般メールボックスに格納された音声情報を再生させたり再生を停止させ
たりするためのものである。短縮キー５７は、短縮ダイヤルを使用するためのものである
。再ダイヤル／ポーズキー５８は、再ダイヤルおよびポーズのために使用するものである
。保留キー５９は、外線を保留しておくためのものである。ファクシミリ受信キー６０は
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、着信したファクシミリを受信するためのものである。マイクロホン６５およびスピーカ
６６は、通話を行うためのものである。
【００３８】
　図４は、ＲＡＭ３の記憶領域の概念的な説明図であって、ＲＡＭ３には、個人情報記憶
領域と、一般情報記憶領域と、応答メッセージ記憶領域とが設定されている。もちろんこ
の他に、他の通信端末から自由に取り出すことができる音声データやファクシミリデータ
を記憶する任意数の領域をＲＡＭ３に設定しておき、それらの領域に宣伝用の音声データ
やファクシミリデータを予め記憶させておくようにしてもよい。個人情報記憶領域は、本
実施形態では５個設定されており、各個人情報記憶領域には、それぞれ所定容量の音声デ
ータ記憶領域とファクシミリデータ記憶領域とが設定されている。これら各個人情報記憶
領域、ならびにそれらの音声データ記憶領域およびファクシミリデータ記憶領域は、記憶
容量が個別には決められておらず、全体として所定の容量に制限されているだけで、先着
順に自由に記憶容量を確保できるフレキシブルなメモリ管理がなされている。もちろん、
個別に記憶容量を固定しておくようにしてもよい。これら個人情報記憶領域は、各々特定
の個人に割当てられるものであって、いわゆる伝言ボックスとして利用される。すなわち
、伝言ボックスの番号を指定して他の通信端末から送信された音声データやファクシミリ
データは、対応する個人情報記憶領域に記憶され、それら音声データおよびファクシミリ
データは、個人情報記憶領域の所有者である特定の個人のみが知り得るパスワードに該当
する暗証情報を入力しなければ取り出すことができないようになされている。一方、一般
情報記憶領域には、所定数の音声データ記憶領域とファクシミリデータ記憶領域とが設け
られており、この一般情報記憶領域には、留守モードのときに、伝言ボックスの番号を指
定することなく、他の通信端末から自由に音声データやファクシミリデータを入力するこ
とができ、しかも暗証情報の入力なしに自由にその内容を取り出すことができる。また、
ファクシミリ受信がメモリ受信に設定されているときにも、他の通信端末から自由にファ
クシミリデータを入力することができる。このような一般情報記憶領域を、本実施形態に
おいては一般メールボックスと呼ぶことにする。また、応答メッセージ記憶領域には、各
種の音声応答メッセージを出力するための音声データが記憶されている。
【００３９】
　すなわち、ＲＡＭ３の個人情報記憶領域は、電話回線２１を介して入力された特定個人
用の情報を記憶する個人情報記憶手段を構成している。各ボックス指定キー２３は、伝言
ボックス機能を使用するためのキーとワンタッチダイヤル機能を使用するためのキーとプ
ライベート電話帳機能を使用するためのキーとを兼用する共通のキーを構成している。
【００４０】
　次に、このように構成されたファクシミリ装置の動作の要点について説明する。このフ
ァクシミリ装置は、留守モードにおいて各伝言ボックスへのアクセスが可能なことは勿論
のこと、たとえば手動受信モードにおいて、呼出ベル音にしたがって使用者がハンドセッ
トをオフフックしたとき、あるいはスピーカホンキー４２を押下したときにも、使用者に
よる操作部１３の所定の操作、または発呼者による所定の操作に基づく電話回線２１を介
してのＤＴＭＦ信号の入力により、電話回線２１を介して入力された音声情報あるいはフ
ァクシミリ情報をＲＡＭ３の個人情報記憶領域に記憶させたり、ＲＡＭ３の個人情報記憶
領域から電話回線２１を介して音声情報あるいはファクシミリ情報を取り出したりするこ
とができる。なお、ＲＡＭ３の個人情報記憶領域から電話回線２１を介して音声情報ある
いはファクシミリ情報を取り出す場合は、不正な取り出しを防止するために、各個人情報
記憶領域に対応して予め登録されているパスワードがＤＴＭＦ信号として入力されること
を条件としている。
【００４１】
　たとえば、ＡさんがＢさんの伝言ボックスにメッセージを入力しようとしてＢさん側の
上記ファクシミリ装置に電話をかけたときに、そのファクシミリ装置が留守モードになっ
ておらず、Ｃさんが電話に出たとしても、Ｃさんに伝言ボックスへの入力を依頼して所定
の操作をしてもらうか、あるいはＡさんがＡさん側のファクシミリ装置を操作して所定の
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ＤＴＭＦ信号を送信することにより、電話を一旦切ることなく、Ｂさんの伝言ボックスに
所望のメッセージを格納できる。もちろん、メッセージは音声であってもよいし文字など
の画像であってもよい。
【００４２】
　ここで、Ｃさんによる操作部１３に対する所定の操作は、先ずプライベートキー２９を
押下し、次にボックス指定キー２３のうちのＢさんの伝言ボックスに対応する「Ｂ」のキ
ーを押下し、最後に録音キー２４を押下する。これにより、ハンドセットなどのスピーカ
がオフになり、Ｃさんがハンドセットをオンフックさせても電話回線２１は開放されず、
Ａさん側のファクシミリ装置から電話回線２１を介して入力されるファクシミリ信号ある
いは音声信号が、Ｂさんの伝言ボックスに対応するＲＡＭ３の個人情報記憶領域にファク
シミリデータあるいは音声データとして記憶される。
【００４３】
　Ｃさんによる所定の操作の代わりに、Ａさんが発呼側のファクシミリ装置を操作しても
よい。すなわち、Ａさんがダイヤルキーを「０」「２」「＊」の順に押下することにより
、それに応じたＤＴＭＦ信号が電話回線２１を介して上記ファクシミリ装置に入力され、
Ｃさんにより上記所定の操作が行われたときと同様の状態になる。なお、上記ダイヤルキ
ー「０」「２」「＊」のうちの「２」は、Ｂさんの伝言ボックスに対応している。このよ
うにすれば、Ｃさんが所定の操作を知らなくても、Ａさん自身でＢさんの伝言ボックスに
メッセージを格納できる。
【００４４】
　また、Ｄさんが自己の伝言ボックスの内容を外出先から取り出そうとして上記ファクシ
ミリ装置に電話をかけたときに、そのファクシミリ装置が留守モードになっておらず、Ｅ
さんが電話に出たとしても、ＥさんにＤの伝言ボックスからの出力を依頼して所定の操作
をしてもらうか、あるいはＤさんが外出先のファクシミリ装置を操作して所定のＤＴＭＦ
信号を送信することにより、電話を一旦切ることなく、Ｄさんが自己の伝言ボックスの内
容を取り出せる。もちろん、音声の伝言メッセージであれば外出先のファクシミリ装置の
ハンドセットなどのスピーカから聞くことができ、画像の伝言メッセージであれば外出先
のファクシミリ装置により記録用紙に印刷したり表示画面上に表示させたりできる。
【００４５】
　ここで、Ｅさんによる操作部１３に対する所定の操作は、先ずプライベートキー２９を
押下し、次にボックス指定キー２３のうちのＤさんの伝言ボックスに対応する「Ｄ」のキ
ーを押下し、最後に再生キー２６を押下する。これにより、ハンドセットなどのスピーカ
がオフになり、Ｅさんがハンドセットをオンフックさせても電話回線２１は開放されず、
Ｄさんが所定時間内に外出先のファクシミリ装置のダイヤルキーを操作して自己の暗証番
号を入力することにより、Ｄさんの伝言ボックスに対応するＲＡＭ３の個人情報記憶領域
に記憶されているファクシミリデータあるいは音声データが、電話回線２１を介してファ
クシミリ信号あるいは音声信号として出力される。なお、Ｄさんの暗証番号は、もちろん
発呼側のファクシミリ装置からＤＴＭＦ信号として電話回線２１を介して上記ファクシミ
リ装置に入力される。
【００４６】
　Ｅさんによる所定の操作の代わりに、Ｄさんが発呼側のファクシミリ装置を操作しても
よい。すなわち、Ｄさんがダイヤルキーを「０」「４」「＊」の順に押下することにより
、それに応じたＤＴＭＦ信号が電話回線２１を介して上記ファクシミリ装置に入力され、
Ｅさんにより上記所定の操作が行われたときと同様の状態になる。このときも、Ｄさんが
自己の暗証番号を入力することはもちろんである。なお、上記ダイヤルキー「０」「４」
「＊」のうちの「４」は、Ｄさんの伝言ボックスに対応している。
【００４７】
　さらに、上記ファクシミリ装置は、留守モードにおいて一般メールボックスへのアクセ
スが可能なのは勿論のこと、たとえば手動受信モードにおいて、呼出ベル音にしたがって
使用者がハンドセットをオフフックしたとき、あるいはスピーカホンキー４２を押下した
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ときにも、使用者による操作部１３の所定の操作、または発呼側の使用者による所定の操
作に基づく電話回線２１を介してのＤＴＭＦ信号の入力により、電話回線２１を介して入
力された音声情報あるいはファクシミリ情報をＲＡＭ３の一般情報記憶領域に記憶させた
り、ＲＡＭ３の一般情報記憶領域から電話回線２１を介して音声情報あるいはファクシミ
リ情報を取り出したりすることができる。
【００４８】
　たとえば、Ａさんが一般メールボックスにメッセージを入力しようとして上記ファクシ
ミリ装置に電話をかけたときに、そのファクシミリ装置が留守モードになっておらず、Ｃ
さんが電話に出たとしても、Ｃさんに一般メールボックスへの入力を依頼して所定の操作
をしてもらうか、あるいはＡさんがＡさん側のファクシミリ装置を操作して所定のＤＴＭ
Ｆ信号を送信することにより、電話を一旦切ることなく、一般メールボックスに所望のメ
ッセージを格納できる。もちろん、メッセージは音声であってもよいし文字などの画像で
あってもよい。
【００４９】
　ここで、Ｃさんによる操作部１３に対する所定の操作は、たとえば、プライベートキー
２９を押下し、次に録音キー２４を押下する。これにより、Ｃさんがハンドセットをオン
フックさせても電話回線２１は開放されず、Ａさん側のファクシミリ装置から電話回線２
１を介して入力されるファクシミリ信号あるいは音声信号が、一般メールボックスに対応
するＲＡＭ３の一般情報記憶領域にファクシミリデータあるいは音声データとして記憶さ
れる。
【００５０】
　Ｃさんによる所定の操作の代わりに、Ａさんが発呼側のファクシミリ装置を操作しても
よい。たとえば、Ａさんがダイヤルキーを「０」「＊」の順に押下することにより、それ
に応じたＤＴＭＦ信号が電話回線２１を介して上記ファクシミリ装置に入力され、Ｃさん
により上記所定の操作が行われたときと同様の状態になる。
【００５１】
　また、Ｄさんが一般メールボックスの内容を外出先から取り出そうとして上記ファクシ
ミリ装置に電話をかけたときに、そのファクシミリ装置が留守モードになっておらず、Ｅ
さんが電話に出たとしても、Ｅさんに一般メールボックスからの出力を依頼して所定の操
作をしてもらうか、あるいはＤさんが外出先のファクシミリ装置を操作して所定のＤＴＭ
Ｆ信号を送信することにより、電話を一旦切ることなく、Ｄさんが一般メールボックスの
内容を取り出せる。もちろん、音声のメッセージであれば外出先のファクシミリ装置のハ
ンドセットなどのスピーカから聞くことができ、画像のメッセージであれば外出先のファ
クシミリ装置により記録用紙に印刷したり表示画面上に表示させたりできる。
【００５２】
　ここで、Ｅさんによる操作部１３に対する所定の操作は、たとえば、プライベートキー
２９を押下し、次に再生キー２６を押下する。これにより、Ｅさんがハンドセットをオン
フックさせても電話回線２１は開放されず、一般メールボックスに対応するＲＡＭ３の一
般情報記憶領域に記憶されているファクシミリデータあるいは音声データが、電話回線２
１を介してファクシミリ信号あるいは音声信号として出力される。
【００５３】
　Ｅさんによる所定の操作の代わりに、Ｄさんが発呼側のファクシミリ装置を操作しても
よい。すなわち、Ｄさんがダイヤルキーを「０」「＊」の順に押下することにより、それ
に応じたＤＴＭＦ信号が電話回線２１を介して上記ファクシミリ装置に入力され、Ｅさん
により上記所定の操作が行われたときと同様の状態になる。
【００５４】
　このように、伝言ボックスの番号を指定するための操作を行わないことを除いて、伝言
ボックスへのアクセスと同様の操作により、一般メールボックスへのアクセスが可能であ
る。
【００５５】
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　また、上記ファクシミリ装置は、複数の所望の通信相手の電話番号を相手先の名称など
と共に予め登録しておくことにより、それらを検索あるいは指定して自動的に発呼させる
ことができる電話帳機能を有しており、ボックス指定キー２３は、ワンタッチダイヤルの
ためのキーとしても使用される。すなわち、５個のボックス指定キー２３には各々１個の
ワンタッチダイヤル用の電話番号が対応付けて登録されており、いずれかのボックス指定
キー２３を選択して１回押下するだけで、そのボックス指定キー２３に対応する電話番号
に自動発呼される。
【００５６】
　更に、上記ファクシミリ装置は、各ボックス指定キー２３毎のグループ名を電話帳に登
録することが可能であり、グループ毎のプライベート電話帳として利用できる。すなわち
、ボックス指定キー２３のＡがＡさんに割り当てられているものとすると、電話帳に登録
された所望の電話番号にグループ名Ａを登録する。これにより、Ａさんが自己のプライベ
ート電話帳を使用したときには、グループ名Ａが登録された電話番号のみを表示させたり
指定したりすることができる。プライベート電話帳の使用に際しては、待機中に、先ずプ
ライベートキー２９を押下し、次いでボックス指定キー２３のＡを押下し、次にＡさんの
暗証番号をダイヤルキー２２により押下する。これによりＡさんのプライベート電話帳が
使用可能になり、予め登録された２桁の短縮ダイヤルをダイヤルキー２２の押下操作によ
り入力すると、それに対応する相手先名称がＬＣＤ４５の表示画面上に表示される。この
とき、ハンドセットがオフフックされていれば、ＬＣＤ４５の表示画面上に表示されてい
る相手先名称に対応する電話番号に自動的に発呼され、ハンドセットがオンフックされて
いれば、スタートキー３３を押下することにより、ＬＣＤ４５の表示画面上に表示されて
いる相手先名称に対応する電話番号に自動的に発呼される。また、ボックス指定キー２３
のＡあるいはスクロールキー３６，３８を順次押下すると、ＬＣＤ４５の表示画面上に表
示されるＡさんのプライベート電話帳内の相手先名称があいうえお順などの辞書順に順次
切り替わり、所望の相手先名称がＬＣＤ４５の表示画面上に表示された時点でスタートキ
ー３３を押下することにより、表示されている相手先名称に対応する電話番号に自動的に
発呼される。なお、ＬＣＤ４５の表示画面上に、相手先名称ではなくて電話番号を表示す
るようにしてもよい。
【００５７】
　次に、上記ファクシミリ装置による各動作モードでの着信処理の手順について、図５～
図１０に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００５８】
　留守モードにおいては、図５に示すように、先ずＣＰＵ１が、着呼の有無を判断する（
Ｓ１）。
【００５９】
　着呼があれば（Ｓ１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＮＣＵ２を制御して回線を閉結して着信
させる（Ｓ２）。このとき、伝言ボックスの設定がオンになっていれば、呼出ベル音の設
定回数に拘らず、呼出ベル音を鳴らさない無鳴動着信を行う。伝言ボックスの設定がオフ
になっていれば、呼出ベル音の設定回数に応じて呼出ベル音を鳴らす鳴動着信を行う。こ
の呼出ベル音は、子機１６のスピーカ６６からも出力させる。なお、伝言ボックスの設定
がオフになっているときには、伝言ボックスへのアクセスは一切できないようになる。そ
してＣＰＵ１が、タイマを起動させる（Ｓ３）。このタイマは、発呼側端末からのＣＮＧ
信号を検出するための時間を決定するものであり、たとえば４秒に設定されている。そし
てＣＰＵ１が、ＣＮＧ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ４）。すなわち、電話回線２
１を介してＣＮＧ信号が入力されたかどうかを調べる。
【００６０】
　ＣＮＧ信号を検出していなければ（Ｓ４：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、Ｓ３で起動させたタイ
マがタイムアップしたか否かを判断する（Ｓ５）。
【００６１】
　タイマがタイムアップしていれば（Ｓ５：ＹＥＳ）、所定時間内にＣＮＧ信号が入力さ
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れなかったということなので、ファクシミリ受信ではないと判定し、ＣＰＵ１が、留守モ
ード用の案内メッセージの再生を開始する（Ｓ６）。すなわち、留守モード用の案内メッ
セージに対応する音声データをＲＡＭ３の応答メッセージ記憶領域から読み出し、それを
コーデック８により音声信号に変換させて、ＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出する。
そしてＣＰＵ１が、ＣＮＧ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ７）。
【００６２】
　ＣＮＧ信号を検出していなければ（Ｓ７：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ボックス番号が指定さ
れたか否かを判断する（Ｓ８）。すなわち、発呼側端末において、伝言ボックスの番号を
指定するためにダイヤルキーを押下すると、そのダイヤルキーに対応するＤＴＭＦ信号が
電話回線２１を介して入力されるので、そのＤＴＭＦ信号が入力されたか否かを判断する
のである。上記ファクシミリ装置のボックス指定キー２３のＡ～Ｅは、それぞれ伝言ボッ
クスに各別に対応しており、またこれらの伝言ボックスは、たとえば発呼側端末のダイヤ
ルキーの１～５に各別に対応している。したがって、発呼側端末では、ボックス指定キー
２３のＡ～Ｅのいずれかを押下する代わりに、ダイヤルキーの１～５のいずれかを含む押
下操作を行うことにより、所望の伝言ボックスを指定する。たとえば、Ａのボックス指定
キー２３の代わりに、「０」「１」「＊」の順に発呼側端末のダイヤルキーを押下する。
【００６３】
　ボックス番号が指定されていなければ（Ｓ８：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、Ｓ６で開始した留
守モード用の案内メッセージの再生が終了したか否かを判断する（Ｓ９）。
【００６４】
　留守モード用の案内メッセージの再生が終了すれば（Ｓ９：ＹＥＳ）、留守モード用の
案内メッセージの再生期間内に、ＣＮＧ信号が検出されず、しかも伝言ボックスの番号も
指定されなかったということなので、特定個人宛ではない一般の音声情報の伝言であると
判定し、ＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ録音を行う（Ｓ１０）。具体的には、電話回線２１を介
して入力される音声信号をコーデック８によりディジタルの音声データに変換させ、その
音声データをＲＡＭ３の一般情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納する。なお、Ｃ
ＮＧ信号および伝言ボックス番号指定のためのＤＴＭＦ信号の検出は、留守モード用の案
内メッセージの再生期間中、常に判断される。すなわち、留守モード用の案内メッセージ
の再生期間は、通常は実際に案内メッセージを送出している時間と、それに続く無音時間
とにより構成されているので、その期間にＣＮＧ信号あるいはＤＴＭＦ信号を検出したか
否かを調べる。そしてＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ録音が終了したか否かを判断する（Ｓ１１
）。
【００６５】
　一般ＩＣＭ録音が終了すれば（Ｓ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、回線を切断し（Ｓ１２
）、このルーチンを終了する。
【００６６】
　Ｓ１１において、一般ＩＣＭ録音が終了していなければ（Ｓ１１：ＮＯ）、Ｓ１０に戻
って一般ＩＣＭ録音を継続する。
【００６７】
　Ｓ９において、留守モード用の案内メッセージの再生が終了していなければ（Ｓ９：Ｎ
Ｏ）、Ｓ６に戻って留守モード用の案内メッセージの再生を継続する。
【００６８】
　Ｓ８において、ボックス番号が指定されていれば（Ｓ８：ＹＥＳ）、特定個人宛の伝言
であるということなので、伝言ボックス処理を行って（Ｓ１４）、このルーチンを終了す
る。この伝言ボックス処理については、後に詳述する。
【００６９】
　Ｓ７において、ＣＮＧ信号が検出されていれば（Ｓ７：ＹＥＳ）、非特定個人宛のファ
クシミリを受信したということなので、ＣＰＵ１が、一般ファクシミリ受信を行う（Ｓ１
５）。具体的には、電話回線２１を介して受信したファクシミリデータをＲＡＭ３の一般
情報記憶領域内のファクシミリデータ記憶領域に格納する。そしてＣＰＵ１が、一般ファ
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クシミリ受信が終了したか否かを判断する（Ｓ１６）。
【００７０】
　一般ファクシミリ受信が終了していれば（Ｓ１６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、回線を切断
し（Ｓ１７）、転送設定がオンになっているか否かを判断する（Ｓ１８）。
【００７１】
　転送設定がオンになっていれば（Ｓ１８：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、転送先の通信端末に
発呼し（Ｓ１９）、Ｓ１５において受信したファクシミリデータを送信する（Ｓ２０）。
すなわち、留守モードのときは、受信したファクシミリデータはＲＡＭ３の一般情報記憶
領域内のファクシミリデータ記憶領域に格納されるので、そのファクシミリデータを予め
設定された電話番号の通信端末に転送するのである。
【００７２】
　そしてＣＰＵ１が、転送が終了したか否かを判断し（Ｓ２１）、終了していれば（Ｓ２
１：ＹＥＳ）、Ｓ１２に進んで回線を切断し、このルーチンを終了する。
【００７３】
　Ｓ２１において、転送が終了していなければ（Ｓ２１：ＮＯ）、Ｓ２０に戻って転送を
継続する。
【００７４】
　Ｓ１８において、転送設定がオンになっていなければ（Ｓ１８：ＮＯ）、転送の必要が
ないので、このルーチンを終了する。
【００７５】
　Ｓ１６において、一般ファクシミリ受信が終了していなければ（Ｓ１６：ＮＯ）、Ｓ１
５に戻って一般ファクシミリ受信を継続する。
【００７６】
　Ｓ５において、Ｓ３で起動したタイマがタイムアップしていなければ（Ｓ５：ＮＯ）、
Ｓ４に戻ってＣＮＧ信号の検出を継続する。
【００７７】
　Ｓ４において、ＣＮＧ信号を検出していれば（Ｓ４：ＹＥＳ）、発呼側端末においてフ
ァクシミリの自動送信がなされているということなので、Ｓ１５に進んで一般ファクシミ
リ受信以降の処理を実行する。
【００７８】
　Ｓ１において、着呼していなければ（Ｓ１：ＮＯ）、このルーチンを終了する。
【００７９】
　次に、図５のＳ１４における伝言ボックス処理の手順について説明する。伝言ボックス
処理においては、図６に示すように、先ずＣＰＵ１が、ＤＴＭＦ信号により指定された伝
言ボックス用の案内メッセージの再生を開始させる（Ｓ３１）。すなわち、ＲＡＭ３の応
答メッセージ記憶領域から指定された伝言ボックス用の案内メッセージに対応する音声デ
ータを読み出し、それをコーデック８により音声信号に変換させて、その音声信号を電話
回線２１を介して発呼側端末に送信させる。この時点で、親機のハンドセットのスピーカ
、ハンドセット以外に親機側に設けられたスピーカ、および子機１６のスピーカ６６など
の全てのスピーカから、音が出力されなくなる。そしてＣＰＵ１が、ＣＮＧ信号を検出し
たか否かを判断する（Ｓ３２）。すなわち、電話回線２１を介してＣＮＧ信号を受信した
かどうかを調べる。
【００８０】
　ＣＮＧ信号を検出していなければ（Ｓ３２：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、パスワードが指定さ
れたか否かを判断する（Ｓ３３）。すなわち、指定された伝言ボックスに対応する暗証番
号がＤＴＭＦ信号として正しく入力されたかどうかを調べる。これは、暗証番号を知らな
い者が不正に伝言ボックスの内容を取り出すことを防止するためである。パスワードが指
定されていなければ（Ｓ３３：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ＤＴＭＦ信号により指定された伝言
ボックス用の案内メッセージの再生が終了したか否かを判断する（Ｓ３４）。
【００８１】
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　ＤＴＭＦ信号により指定された伝言ボックス用の案内メッセージの再生が終了していれ
ば（Ｓ３４：ＹＥＳ）、案内メッセージの再生期間内にＣＮＧ信号も暗証番号に対応する
ＤＴＭＦ信号も入力されなかったということなので、伝言ボックスへの音声メッセージの
入力であると判定し、ＣＰＵ１が、指定された伝言ボックスへのＩＣＭ録音を開始する（
Ｓ３５）。具体的には、電話回線２１を介して入力された音声信号をコーデック８により
ディジタルの音声データに変換させ、その音声データをＲＡＭ３の指定された伝言ボック
スに対応する個人情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納する。そしてＣＰＵ１が、
ＩＣＭ録音が終了したか否かを判断する（Ｓ３６）。
【００８２】
　ＩＣＭ録音が終了していれば（Ｓ３６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ファクシミリデータを
受信したか否かを判断する（Ｓ３７）。
【００８３】
　ファクシミリデータを受信していれば（Ｓ３７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、受信したファ
クシミリデータを指定された伝言ボックスに格納する（Ｓ３８）。具体的には、受信した
ファクシミリ信号をモデム４に復調させ、復調されたファクシミリデータをＲＡＭ３の指
定された伝言ボックスに対応する個人情報記憶領域内のファクシミリデータ記憶領域に格
納する。そしてＣＰＵ１が、ファクシミリデータの受信が終了したか否かを判断する（Ｓ
３９）。
【００８４】
　ファクシミリデータの受信が終了していれば（Ｓ３９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、回線を
切断し（Ｓ４０）、個別ページング設定がオンになっていれば、個別ページング番号へ発
呼して（Ｓ４１）、このルーチンを終了する。個別ページング設定がオフになっていれば
、個別ページング番号への発呼は行わない。この個別ページング番号は、具体的には、伝
言ボックスにメッセージが入力されたことを電話回線２１を介して知らせるべき通信端末
の電話番号のことであって、各伝言ボックス毎に１ないし複数設定されている。そして、
伝言ボックスにメッセージが入力されれば、その電話番号に発呼して、その旨を自動的に
知らせる。報知方式は、たとえば、通信端末であるページャやファクシミリ装置や電話装
置などの表示画面に伝言ボックスにメッセージが入力された旨を文字あるいは記号により
表示すればよい。なお、伝言ボックスにメッセージが入力された旨の報知だけではなく、
伝言ボックスに入力されたメッセージ自体も送信するようにしてもよい。もちろんこの場
合、送信先の通信端末が受信可能なメッセージに限られることになる。たとえば、送信先
の通信端末がファクシミリ受信機能を有しないページャや電話装置の場合、ファクシミリ
メッセージを送信しても無意味である。
【００８５】
　Ｓ３９において、ファクシミリデータの受信が終了していなければ（Ｓ３９：ＮＯ）、
Ｓ３８に戻ってファクシミリデータの受信を継続する。
【００８６】
　Ｓ３７において、ファクシミリデータを受信していなければ（Ｓ３７：ＮＯ）、ファク
シミリデータを伝言ボックスに格納する必要がないので、Ｓ４０に進んで回線の切断以降
の処理を実行する。
【００８７】
　Ｓ３６において、ＩＣＭ録音が終了していなければ（Ｓ３６：ＮＯ）、Ｓ３５に戻って
ＩＣＭ録音を継続する。
【００８８】
　Ｓ３４において、ＤＴＭＦ信号により指定された伝言ボックス用の案内メッセージの再
生が終了していなければ（Ｓ３４：ＮＯ）、Ｓ３１に戻って案内メッセージの再生を継続
する。
【００８９】
Ｓ３３において、パスワードが指定されていれば（Ｓ３３：ＹＥＳ）、すなわち指定され
た伝言ボックスの暗証番号に対応するＤＴＭＦ信号が入力されていれば、ＣＰＵ１が、指
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定された伝言ボックスのＩＣＭ再生を行う（Ｓ４２）。具体的には、ＲＡＭ３の指定され
た伝言ボックスに対応する個人情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納されている音
声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、その音声信号をＮＣＵ２
を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、指定された伝言ボックスのＩＣ
Ｍ再生が終了したか否かを判断する（Ｓ４３）。
【００９０】
　指定された伝言ボックスのＩＣＭ再生が終了していれば（Ｓ４３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
が、一般リトリーバル用の案内メッセージを再生する（Ｓ４４）。具体的には、ＲＡＭ３
の応答メッセージ記憶領域に格納されている一般リトリーバル用の案内メッセージに対応
する音声データを読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に
変換させて、その音声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。これは、発呼
端末側の使用者が伝言ボックスだけではなく非特定個人用の一般メールボックスに格納さ
れているメッセージも取り出したい場合があるので、それを確かめるためである。そして
ＣＰＵ１が、一般リトリーバルを要求する旨の予め決められたＤＴＭＦ信号が入力された
か否かを判断する（Ｓ４５）。
【００９１】
　一般リトリーバル用の案内メッセージの再生開始から所定時間内に一般リトリーバルを
要求する旨の予め決められたＤＴＭＦ信号が入力されていれば（Ｓ４５：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１が、フラグＦを１にセットし（Ｓ４６）、一般ＩＣＭ再生を開始する（Ｓ４７）。具
体的には、ＲＡＭ３の一般情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納されている音声デ
ータを読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、
その音声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一般Ｉ
ＣＭ再生が終了したか否かを判断する（Ｓ４８）。
【００９２】
　一般ＩＣＭ再生が終了していれば（Ｓ４８：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ファクシミリメッ
セージの報知音を出力する（Ｓ４９）。具体的には、ＲＡＭ３の応答メッセージ記憶領域
に格納されているファクシミリデータを送信する旨の報知メッセージに該当する音声デー
タを読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、そ
の音声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。これにより発呼側端末の使用
者は、発呼側端末のスタートキーを押下するなどして、ファクシミリ受信を開始させる。
【００９３】
　そしてＣＰＵ１が、指定された伝言ボックスのファクシミリ再生を行う（Ｓ５０）。具
体的には、ＲＡＭ３の指定された伝言ボックスに対応する個人情報記憶領域内のファクシ
ミリデータ記憶領域に格納されているファクシミリデータをモデム４に変調させ、そのフ
ァクシミリ信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、指定
された伝言ボックスのファクシミリ再生が終了したか否かを判断する（Ｓ５１）。
【００９４】
　指定された伝言ボックスのファクシミリ再生が終了していれば（Ｓ５１：ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１が、フラグＦが１か否かを判断する（Ｓ５２）。
【００９５】
　フラグＦが１であれば（Ｓ５２：ＹＥＳ）、非特定個人宛の一般メールボックスの内容
も取り出したい旨の要求が発呼端末側からなされたということなので、ＣＰＵ１が、一般
ファクシミリ再生を開始する（Ｓ５３）。具体的には、ＲＡＭ３の一般情報記憶領域内の
ファクシミリデータ記憶領域に格納されているファクシミリデータを読み出し、そのファ
クシミリデータをモデム４に変調させ、そのファクシミリ信号をＮＣＵ２を介して電話回
線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一般ファクシミリ再生が終了したか否かを判断
する（Ｓ５４）。
【００９６】
　一般ファクシミリ再生が終了していれば（Ｓ５４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、フラグＦを
０にセットし（Ｓ５５）、回線を切断して（Ｓ５６）、このルーチンを終了する。
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【００９７】
　Ｓ５４において、一般ファクシミリ再生が終了していなければ（Ｓ５４：ＮＯ）、Ｓ５
３に戻って一般ファクシミリ再生を継続する。
【００９８】
　Ｓ５２において、フラグＦが１でなければ（Ｓ５２：ＮＯ）、非特定個人宛の一般メー
ルボックスの内容も取り出したい旨の要求が発呼端末側からなされなかったということな
ので、一般ファクシミリ再生を行わずにＳ５６に進む。
【００９９】
　Ｓ５１において、指定された伝言ボックスのファクシミリ再生が終了していなければ（
Ｓ５１：ＮＯ）、Ｓ５０に戻って指定された伝言ボックスのファクシミリ再生を継続する
。
【０１００】
　Ｓ４８において、一般ＩＣＭ再生が終了していなければ（Ｓ４８：ＮＯ）、Ｓ４７に戻
って一般ＩＣＭ再生を継続する。
【０１０１】
　Ｓ４５において、一般リトリーバル用の案内メッセージの再生開始から所定時間内に一
般リトリーバルを要求する旨の予め決められたＤＴＭＦ信号が入力されていなければ（Ｓ
４５：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、フラグＦを０にセットし（Ｓ５７）、一般ＩＣＭ再生を行わ
ずにＳ４９に進む。
【０１０２】
　Ｓ４３において、指定された伝言ボックスのＩＣＭ再生が終了していなければ（Ｓ４３
：ＮＯ）、Ｓ４２に戻って指定された伝言ボックスのＩＣＭ再生を継続する。
【０１０３】
　Ｓ３２において、ＣＮＧ信号を検出していれば（Ｓ３２：ＹＥＳ）、発呼側が指定した
伝言ボックスにファクシミリメッセージだけを残したいということなので、ＩＣＭ録音を
行わずにＳ３８に進む。
【０１０４】
　次に、ファクシミリと電話との自動切替モード（以下「Ｆ／Ｔモード」と記す）におけ
る着信処理について説明する。Ｆ／Ｔモードにおいては、図７に示すように、先ずＣＰＵ
１が、着呼の有無を判断する（Ｓ６１）。
【０１０５】
　着呼があれば（Ｓ６１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＮＣＵ２を制御して回線を閉結して着
信させる（Ｓ６２）。このとき、伝言ボックスの設定がオンになっていれば、呼出ベル音
の設定回数に拘らず、呼出ベル音を鳴らさない無鳴動着信を行う。伝言ボックスの設定が
オフになっていれば、呼出ベル音の設定回数に応じて呼出ベル音を鳴らす鳴動着信を行う
。この呼出ベル音は、子機１６のスピーカ６６からも出力する。そしてＣＰＵ１が、タイ
マを起動させる（Ｓ６３）。このタイマは、発呼側端末からのＣＮＧ信号を検出するため
の時間を決定するものであり、たとえば４秒に設定されている。そしてＣＰＵ１が、ＣＮ
Ｇ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ６４）。すなわち、電話回線２１を介してＣＮＧ
信号が入力されたかどうかを調べる。
【０１０６】
　ＣＮＧ信号を検出していなければ（Ｓ６４：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、Ｓ６３で起動させた
タイマがタイムアップしたか否かを判断する（Ｓ６５）。
【０１０７】
　タイマがタイムアップしていれば（Ｓ６５：ＹＥＳ）、所定時間内にＣＮＧ信号が入力
されなかったということなので、ファクシミリ受信ではないと判定し、ＣＰＵ１が、Ｆ／
Ｔモード用の案内メッセージの再生を開始する（Ｓ６６）。すなわち、Ｆ／Ｔモード用の
案内メッセージに対応する音声データをＲＡＭ３の応答メッセージ記憶領域から読み出し
、それをコーデック８により音声信号に変換させて、ＮＣＵ２を介して電話回線２１に送
出する。そしてＣＰＵ１が、ＣＮＧ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ６７）。
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【０１０８】
　ＣＮＧ信号を検出しなければ（Ｓ６７：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ボックス番号が指定され
たか否かを判断する（Ｓ６８）。すなわち、発呼側端末において、伝言ボックスの番号を
指定するためにダイヤルキーを押下すると、そのダイヤルキーに対応するＤＴＭＦ信号が
電話回線２１を介して入力されるので、そのＤＴＭＦ信号が入力されたか否かを判断する
のである。上記ファクシミリ装置のボックス指定キー２３のＡ～Ｅは、それぞれ伝言ボッ
クスに各別に対応しており、またこれらの伝言ボックスは、たとえば発呼側端末のダイヤ
ルキーの１～５に各別に対応している。したがって、発呼側端末では、ボックス指定キー
２３のＡ～Ｅのいずれかを押下する代わりに、ダイヤルキーの１～５のいずれかを含む押
下操作を行うことにより、所望の伝言ボックスを指定する。たとえば、Ａのボックス指定
キー２３のかわりに、「０」「１」「＊」の順に発呼側端末のダイヤルキーを押下する。
【０１０９】
　ボックス番号が指定されていなければ（Ｓ６８：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、Ｓ６６で開始し
たＦ／Ｔモード用の案内メッセージの再生が終了したか否かを判断する（Ｓ６９）。
【０１１０】
　Ｆ／Ｔモード用の案内メッセージの再生が終了していれば（Ｓ６９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ
１が、タイマを起動し（Ｓ７０）、そのタイマがタイムアップしたか否かを判断する（Ｓ
７１）。このタイマは、Ｓ６３で起動したタイマとは異なり、Ｆ／Ｔモード用の案内メッ
セージの再生終了後に発呼側の使用者に伝言ボックスの番号を指定するための時間を与え
るためのものであり、起動からたとえば２秒後にタイムアップする。
【０１１１】
　Ｓ７０で起動したタイマがタイムアップしていれば（Ｓ７１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、
呼出ベル音を鳴動させる（Ｓ７２）。この呼出ベル音により使用者が親機のハンドセット
をオフフックさせるか、スピーカホンキー４２を押下するか、あるいは子機１６の外線キ
ー５２を押下すると、通話状態になる（Ｓ７３）。通話が終了すると、ＣＰＵ１が回線を
切断して（Ｓ７４）、このルーチンを終了する。
【０１１２】
　Ｓ７１において、Ｓ７０で起動させたタイマがタイムアップしていなければ（Ｓ７１：
ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ボックス番号が指定されたか否かを判断する（Ｓ７８）。ボックス
番号が指定されていれば（Ｓ７８：ＹＥＳ）、Ｓ７５に進んで伝言ボックス処理を行う。
ボックス番号が指定されていなければ（Ｓ７８：ＮＯ）、Ｓ７１に戻ってボックス番号が
指定されるかあるいはタイマがタイムアップするのを待つ。
【０１１３】
　Ｓ６９において、Ｆ／Ｔモード用の案内メッセージの再生が終了していなければ（Ｓ６
９：ＮＯ）、Ｓ６６に戻ってＦ／Ｔモード用の案内メッセージの再生を継続する。
【０１１４】
　Ｓ６８において、ボックス番号が指定されていれば（Ｓ６８：ＹＥＳ）、特定個人宛の
伝言であるということなので、伝言ボックス処理を行って（Ｓ７５）、このルーチンを終
了する。この伝言ボックス処理は、図６に示す伝言ボックス処理と全く同じである。
【０１１５】
　Ｓ６７において、ＣＮＧ信号が検出されていれば（Ｓ６７：ＹＥＳ）、非特定個人宛の
ファクシミリを受信したということなので、ＣＰＵ１が、一般ファクシミリ受信を行う（
Ｓ７６）。具体的には、メモリ受信が設定されている場合、電話回線２１を介して受信し
たファクシミリデータをＲＡＭ３の一般情報記憶領域内のファクシミリデータ記憶領域に
格納し、メモリ受信が設定されていない場合、電話回線２１を介して受信したファクシミ
リデータを記録部１２により記録用紙上に記録させる。そしてＣＰＵ１が、一般ファクシ
ミリ受信が終了したか否かを判断する（Ｓ７７）。
【０１１６】
　一般ファクシミリ受信が終了していれば（Ｓ７７：ＹＥＳ）、Ｓ７４に進んで回線を切
断し、このルーチンを終了する。
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【０１１７】
　Ｓ７７において、一般ファクシミリ受信が終了していなければ（Ｓ７７：ＮＯ）、Ｓ７
６に戻って一般ファクシミリ受信を継続する。
【０１１８】
　Ｓ６５において、Ｓ６３で起動したタイマがタイムアップしていなければ（Ｓ６５：Ｎ
Ｏ）、Ｓ６４に戻ってＣＮＧ信号の検出を継続する。
【０１１９】
　Ｓ６４において、ＣＮＧ信号を検出していれば（Ｓ６４：ＹＥＳ）、発呼側端末におい
てファクシミリの自動送信がなされているということなので、Ｓ７６に進んで一般ファク
シミリ受信以降の処理を実行する。
【０１２０】
　Ｓ６１において、着呼していなければ（Ｓ６１：ＮＯ）、このルーチンを終了する。
【０１２１】
　なお、上記のＦ／Ｔモードにおいては、Ｓ７３の通話中にも、後述の手動受信モードに
おける通話中と同様に、使用者によるボックス指定キー２３の操作、あるいは発呼側端末
側でのダイヤルキーの操作により、Ｓ７５の伝言ボックス処理に移行することができる。
【０１２２】
　次に、手動受信モードにおける着信処理について説明する。手動受信モードにおいては
、図８に示すように、先ずＣＰＵ１が、着呼の有無を判断する（Ｓ８１）。
【０１２３】
　着呼があれば（Ｓ８１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、呼出ベル音を鳴動させ（Ｓ８２）、オ
フフックされたか否かを判断する（Ｓ８３）。すなわち、使用者が親機のハンドセットを
オフフックさせたか、あるいはスピーカホンキー４２を押下したかどうかを調べる。
【０１２４】
　オフフックされれば（Ｓ８３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＮＣＵ２を制御して回線を閉結
して着信させ（Ｓ８４）、親機のスタートキー３３が押下されたか否かを判断する（Ｓ８
５）。すなわち、発呼側端末の使用者が、伝言ボックスや一般メールボックスの使用を望
んでおらず、単にファクシミリを送りたい旨を通話中に伝えれば、上記ファクシミリ装置
の使用者が、親機のスタートキー３３を押下するので、それを調べるのである。
【０１２５】
　スタートキーが押下されていなければ（Ｓ８５：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、親機の録音キー
２４が押下されたか否かを判断する（Ｓ８６）。すなわち、通話を録音したい場合、上記
ファクシミリ装置の使用者が、親機の録音キー２４を押下するので、それを調べるのであ
る。
【０１２６】
　録音キー２４が押下されていなければ（Ｓ８６：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、伝言ボックスの
番号を指定するためのキー操作がなされたか否かを判断する（Ｓ８７）。すなわち、発呼
側端末の使用者から通話中に伝言ボックスにメッセージを入れたい旨の依頼があれば、上
記ファクシミリ装置の使用者が、伝言ボックスＡ～Ｅのうちのいずれかにメッセージを入
力するための操作を行うので、それを調べるのである。具体的には、プライベートキー２
９と、ボックス指定キー２３のうちのいずれかと、録音キー２４とがこの順に押下された
かどうかを調べる。もちろん、キー操作は必ずしもこの順である必要はなく、予め決めら
れた所定順序であればよい。
【０１２７】
　伝言ボックスの番号を指定するためのキー操作がなされていなければ（Ｓ８７：ＮＯ）
、ＣＰＵ１が、ボックス番号を指定するためのＤＴＭＦ信号が検出されたか否かを判断す
る（Ｓ８８）。すなわち、発呼側端末の使用者が、伝言ボックスにメッセージを入れたい
場合、そのための操作を上記ファクシミリ装置の使用者に依頼することなく、伝言ボック
スの番号を指定するために発呼側端末のダイヤルキーを押下すると、そのダイヤルキーに
対応するＤＴＭＦ信号が電話回線２１を介して入力されるので、そのＤＴＭＦ信号が入力
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されたかどうかを調べるのである。上記ファクシミリ装置のボックス指定キー２３のＡ～
Ｅは、それぞれ伝言ボックスに各別に対応しており、またこれらの伝言ボックスは、たと
えば発呼側端末のダイヤルキーの１～５に各別に対応している。したがって、発呼側端末
では、ボックス指定キー２３のＡ～Ｅのいずれかを押下する代わりに、ダイヤルキーの１
～５のいずれかを含む押下操作を行うことにより、所望の伝言ボックスを指定する。たと
えば、Ａのボックス指定キー２３のかわりに、「０」「１」「＊」の順に発呼側端末のダ
イヤルキーを押下する。
【０１２８】
　ボックス番号を指定するためのＤＴＭＦ信号が検出されていなければ（Ｓ８８：ＮＯ）
、ＣＰＵ１が、一般リトリーバルを要求するためのキー操作がなされたか否かを判断する
（Ｓ８９）。すなわち、発呼側端末の使用者が特定個人宛の伝言ボックスではなく、一般
メールボックスにメッセージを入れたい場合、その旨を通話中に上記ファクシミリ装置の
使用者に伝えるので、上記ファクシミリ装置の使用者により一般メールボックスにメッセ
ージを入力するための操作が行われたかどうかを調べる。具体的には、プライベートキー
２９と録音キー２４とがこの順に押下されたかどうかを調べる。もちろん、キー操作は必
ずしもこの順である必要はなく、予め決められた所定順序であればよい。
【０１２９】
　一般リトリーバルを要求するためのキー操作がなされていなければ（Ｓ８９：ＮＯ）、
ＣＰＵ１が、一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号が検出されたか否かを判断
する（Ｓ９０）。すなわち、発呼側端末の使用者が、一般メールボックスにメッセージを
入れたい場合、そのための操作を上記ファクシミリ装置の使用者に依頼することなく、発
呼側端末のダイヤルキーを押下すると、そのダイヤルキーに対応するＤＴＭＦ信号が電話
回線２１を介して入力されるので、そのＤＴＭＦ信号が入力されたかどうかを調べるので
ある。このダイヤルキーは、伝言ボックスの番号を指定するためのダイヤルキーと区別で
きるように、予め決めておく必要がある。
【０１３０】
　一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号が検出されていなければ（Ｓ９０：Ｎ
Ｏ）、ＣＰＵ１が、オンフックされたか否かを判断する（Ｓ９１）。すなわち、使用者が
親機のハンドセットをオンフックさせたか、あるいはスピーカホンキー４２を押下したか
、あるいは子機１６の外線キー５２を押下したかどうかを調べる。
【０１３１】
　オンフックされていれば（Ｓ９１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＮＣＵ２を制御して回線を
切断させ（Ｓ９２）、このルーチンを終了する。
【０１３２】
　Ｓ９１において、オンフックされていなければ（Ｓ９１：ＮＯ）、Ｓ８５に戻って通話
を継続する。
【０１３３】
　Ｓ９０において、一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号が検出されていれば
（Ｓ９０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ再生を開始する（Ｓ９３）。具体的には、
ＲＡＭ３の一般情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納されている音声データを読み
出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、その音声信
号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ再生が
終了したか否かを判断する（Ｓ９４）。
【０１３４】
　一般ＩＣＭ再生が終了していれば（Ｓ９４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ファクシミリメッ
セージの報知音を出力する（Ｓ９５）。具体的には、ＲＡＭ３の応答メッセージ記憶領域
に格納されているファクシミリデータを送信する旨の報知メッセージに該当する音声デー
タを読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、そ
の音声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。これにより発呼側端末の使用
者は、発呼側端末のスタートキーを押下するなどして、ファクシミリ受信を開始させる。
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【０１３５】
　そしてＣＰＵ１が、一般メールボックスのファクシミリ再生を行う（Ｓ９６）。具体的
には、ＲＡＭ３の一般メールボックスに対応する一般情報記憶領域内のファクシミリデー
タ記憶領域に格納されているファクシミリデータを読み出してモデム４に変調させ、その
ファクシミリ信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一
般メールボックスのファクシミリ再生が終了したか否かを判断する（Ｓ９７）。
【０１３６】
　一般メールボックスのファクシミリ再生が終了していれば（Ｓ９７：ＹＥＳ）、Ｓ９２
に進んで回線を切断し、このルーチンを終了する。
【０１３７】
　Ｓ９７において、一般ファクシミリ再生が終了していなければ（Ｓ９７：ＮＯ）、Ｓ９
６に戻って一般ファクシミリ再生を継続する。
【０１３８】
　Ｓ９４において、一般ＩＣＭ再生が終了していなければ（Ｓ９４：ＮＯ）、Ｓ９３に戻
って一般ＩＣＭ再生を継続する。
【０１３９】
　Ｓ８９において、一般リトリーバルを要求するための操作がなされていれば（Ｓ８９：
ＹＥＳ）、Ｓ９３に進んで一般ＩＣＭ再生以降の処理を実行する。
【０１４０】
　Ｓ８８において、ボックス番号を指定するためのＤＴＭＦ信号が検出されれば（Ｓ８８
：ＹＥＳ）、特定個人宛の伝言であるということなので、ＣＰＵ１が、伝言ボックス処理
を行い（Ｓ９８）、このルーチンを終了する。この伝言ボックス処理は、図６に示す伝言
ボックス処理と全く同じである。
【０１４１】
　Ｓ８７において、伝言ボックスの番号を指定するためのキー操作がなされていれば（Ｓ
８７：ＹＥＳ）、特定個人宛の伝言であるということなので、Ｓ９８に進んで伝言ボック
ス処理を実行する。
【０１４２】
　Ｓ８６において、録音キー２４が押下されていれば（Ｓ８６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、
一般会話録音を行う（Ｓ９９）。すなわち、電話回線２１を介して入力された発呼端末か
らの音声信号と、ハンドセットなどのマイクロホンからの音声信号とを、コーデック８に
よってディジタルの音声データに変換させ、その音声データをＲＡＭ３に格納する。この
音声データは、メッセージではないので、個人情報記憶領域や一般情報記憶領域には格納
されず、それ以外の所定の領域に格納される。そしてＣＰＵ１が、オンフックされたか否
かを判断する（Ｓ１００）。すなわち、使用者により親機のハンドセットがオンフックさ
れたか、或いはスピーカホンキー４２が押下されたか、あるいは子機１６の外線キー５２
が押下されたかどうかを調べる。
【０１４３】
　オンフックされていれば（Ｓ１００：ＹＥＳ）、Ｓ９２に進んで回線を切断し、このル
ーチンを終了する。
【０１４４】
　Ｓ１００において、オンフックされていなければ（Ｓ１００：ＮＯ）、Ｓ９９に戻って
一般会話録音を継続する。
【０１４５】
　Ｓ８５において、スタートキーが押下されていれば（Ｓ８５：ＹＥＳ）、非特定個人宛
のファクシミリを受信したということなので、ＣＰＵ１が、一般ファクシミリ受信を行う
（Ｓ１０１）。具体的には、メモリ受信が設定されている場合、電話回線２１を介して受
信したファクシミリデータをＲＡＭ３の一般情報記憶領域内のファクシミリデータ記憶領
域に格納し、メモリ受信が設定されていない場合、電話回線２１を介して受信したファク
シミリデータを記録部１２により記録用紙上に記録させる。そしてＣＰＵ１が、一般ファ
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クシミリ受信が終了したか否かを判断する（Ｓ１０２）。
【０１４６】
　一般ファクシミリ受信が終了していれば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、Ｓ９２に進んで回線を
切断し、このルーチンを終了する。
【０１４７】
　Ｓ１０２において、一般ファクシミリ受信が終了していなければ（Ｓ１０２：ＮＯ）、
Ｓ１０１に戻って一般ファクシミリ受信を継続する。
【０１４８】
　Ｓ８３において、オフフックしていなければ（Ｓ８３：ＮＯ）、Ｓ８２に戻って呼出ベ
ル音の鳴動を継続する。
【０１４９】
　Ｓ８１において、着呼していなければ（Ｓ８１：ＮＯ）、このルーチンを終了する。
【０１５０】
　次に、手動受信モードにおいて子機１６を用いて通話した場合の子機１６の動作である
子機側手動受信モードについて説明する。子機側手動受信モードにおいては、図９に示す
ように、先ず子機１６のＣＰＵが、ファクシミリ受信キー６０が押下されたか否かを判断
する（Ｓ１１１）。すなわち、発呼側端末の使用者が、特定個人宛ではないファクシミリ
送信を行いたい場合、その旨を通話中に子機１６の使用者に依頼すれば、子機１６の使用
者がファクシミリ受信キー６０を押下するので、それを調べるのである。
【０１５１】
　ファクシミリ受信キー６０が押下されていなければ（Ｓ１１１：ＮＯ）、子機１６のＣ
ＰＵが、伝言ボックスの番号を指定するためのキー操作がなされたか否かを判断する（Ｓ
１１２）。すなわち、発呼側端末の使用者が、特定個人宛のメッセージを伝言ボックスに
入れたい場合、その旨を通話中に子機１６の使用者に依頼すれば、子機１６の使用者が伝
言ボックスの番号を指定するためにダイヤルキー５１を押下するので、それを調べるので
ある。このダイヤルキー５１の操作は、発呼側端末においてＤＴＭＦ信号により伝言ボッ
クスの番号を指定する場合と同様である。
【０１５２】
　伝言ボックスの番号を指定するためのキー操作がなされていなければ（Ｓ１１２：ＮＯ
）、子機１６のＣＰＵが、一般リトリーバルを要求するためのキー操作がなされたか否か
を判断する（Ｓ１１３）。すなわち、発呼側端末の使用者が、一般メールボックスに格納
されている非特定個人宛のメッセージを取り出したい場合、その旨を通話中に子機１６の
使用者に依頼すれば、子機１６の使用者が所定のダイヤルキー５１を押下するので、それ
を調べるのである。このダイヤルキー５１の操作は、発呼側端末においてＤＴＭＦ信号に
より一般リトリーバルを要求する場合と同様である。
【０１５３】
　一般リトリーバルを要求するためのキー操作がなされていなければ（Ｓ１１３：ＮＯ）
、子機１６のＣＰＵが、切キー５３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１１４）。すなわ
ち、通話を終了したい場合、子機１６の使用者が切キー５３を押下するので、それを調べ
るのである。
【０１５４】
　切キー５３が押下されていれば（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、子機１６のＣＰＵ１が、切断指
示コードを親機の通信部１５に送信させ（Ｓ１１５）、このルーチンを終了する。これに
より親機は、回線を切断する。
【０１５５】
　Ｓ１１４において、切キー５３が押下されていなければ（Ｓ１１４：ＮＯ）、Ｓ１１１
に戻って上記の手順を繰り返す。
【０１５６】
　Ｓ１１３において、一般リトリーバルを要求するためのキー操作がなされていれば（Ｓ
１１３：ＹＥＳ）、子機１６のＣＰＵが、親機の通信部１５に一般リトリーバルを要求す
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るためのＤＴＭＦ信号を送信し（Ｓ１１６）、このルーチンを終了する。これにより親機
は、電話回線２１を介して一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号が入力された
場合と同様の動作を行う。
【０１５７】
　Ｓ１１２において、伝言ボックスの番号を指定するためのキー操作がなされていれば（
Ｓ１１２：ＹＥＳ）、子機１６のＣＰＵが、親機の通信部１５に伝言ボックスの番号を指
定するためのＤＴＭＦ信号を送信し（Ｓ１１７）、このルーチンを終了する。これにより
親機は、電話回線２１を介して伝言ボックスの番号を指定するためのＤＴＭＦ信号が入力
された場合と同様の動作を行う。
【０１５８】
　Ｓ１１１において、ファクシミリ受信キー６０が押下されていれば（Ｓ１１１：ＹＥＳ
）、子機１６のＣＰＵが、親機の通信部１５に一般ファクシミリ受信を指示するための指
示コードを送信し（Ｓ１１８）、このルーチンを終了する。これにより親機は、一般ファ
クシミリ受信のための処理を行う。
【０１５９】
　次に、子機１６による子機側手動受信モード中における親機の動作モードである回線モ
ニタモードについて説明する。回線モニタモードにおいては、図１０に示すように、先ず
ＣＰＵ１が、ファクシミリ受信指示コードを検出したか否かを判断する（Ｓ１２１）。す
なわち、通信部１５により子機１６からのファクシミリ受信指示コードが受信されたかど
うかを調べる。
【０１６０】
　ファクシミリ受信指示コードを検出していなければ（Ｓ１２１：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、
伝言ボックスの番号を指定するためのＤＴＭＦ信号を検出したか否かを判断する（Ｓ１２
２）。すなわち、通信部１５により子機１６からの伝言ボックスの番号を指定するための
ＤＴＭＦ信号が受信されたか、あるいは電話回線２１を介して伝言ボックスの番号を指定
するためのＤＴＭＦ信号が入力されたかどうかを調べる。
【０１６１】
　伝言ボックスの番号を指定するためのＤＴＭＦ信号を検出していなければ（Ｓ１２２：
ＮＯ）、ＣＰＵ１が、一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号を検出したか否か
を判断する（Ｓ１２３）。すなわち、通信部１５により子機１６からの一般リトリーバル
を要求するためのＤＴＭＦ信号が受信されたか、あるいは電話回線２１を介して一般リト
リーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号が入力されたかどうかを調べる。
【０１６２】
　一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号を検出していなければ（Ｓ１２３：Ｎ
Ｏ）、ＣＰＵ１が、通話が終了したか否かを判断する（Ｓ１２４）。すなわち、通信部１
５により子機１６からの切断指示コードが受信されたかどうかを調べる。
【０１６３】
　通話が終了していれば（Ｓ１２４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＮＣＵ２を制御して回線を
切断させ（Ｓ１２５）、このルーチンを終了する。
【０１６４】
　Ｓ１２４において、通話が終了していなければ（Ｓ１２４：ＮＯ）、Ｓ１２１に戻って
上記の処理を繰り返す。
【０１６５】
　Ｓ１２３において、一般リトリーバルを要求するためのＤＴＭＦ信号を検出していれば
（Ｓ１２３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ再生を開始する（Ｓ１２６）。具体的に
は、ＲＡＭ３の一般情報記憶領域内の音声データ記憶領域に格納されている音声データを
読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ、その音
声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一般ＩＣＭ再
生が終了したか否かを判断する（Ｓ１２７）。
【０１６６】
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　一般ＩＣＭ再生が終了していれば（Ｓ１２７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ファクシミリメ
ッセージの報知音を出力する（Ｓ１２８）。具体的には、ＲＡＭ３の応答メッセージ記憶
領域に格納されているファクシミリデータを送信する旨の報知メッセージに該当する音声
データを読み出し、その音声データをコーデック８によりアナログの音声信号に変換させ
、その音声信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。これにより発呼側端末の
使用者は、発呼側端末のスタートキーを押下するなどして、ファクシミリ受信を開始させ
る。
【０１６７】
　そしてＣＰＵ１が、一般メールボックスのファクシミリ再生を行う（Ｓ１２９）。具体
的には、ＲＡＭ３の一般メールボックスに対応する一般情報記憶領域内のファクシミリデ
ータ記憶領域に格納されているファクシミリデータをモデム４に変調させ、そのファクシ
ミリ信号をＮＣＵ２を介して電話回線２１に送出させる。そしてＣＰＵ１が、一般メール
ボックスのファクシミリ再生が終了したか否かを判断する（Ｓ１３０）。
【０１６８】
　一般メールボックスのファクシミリ再生が終了していれば（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、Ｓ１
２５に進んで回線を切断し、このルーチンを終了する。
【０１６９】
　Ｓ１３０において、一般ファクシミリ再生が終了していなければ（Ｓ１３０：ＮＯ）、
Ｓ１２９に戻って一般ファクシミリ再生を継続する。
【０１７０】
　Ｓ１２７において、一般ＩＣＭ再生が終了していなければ（Ｓ１２７：ＮＯ）、Ｓ１２
６に戻って一般ＩＣＭ再生を継続する。
【０１７１】
　Ｓ１２２において、伝言ボックスの番号を指定するためのＤＴＭＦ信号を検出していれ
ば（Ｓ１２２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、伝言ボックス処理を実行し（Ｓ１３１）、このル
ーチンを終了する。この伝言ボックス処理は、図６に示す伝言ボックス処理と同じである
。
【０１７２】
　Ｓ１２１において、ファクシミリ受信指示コードを検出していれば（Ｓ１２１：ＹＥＳ
）、ＣＰＵ１が、一般ファクシミリ受信を行う（Ｓ１３２）。具体的には、メモリ受信が
設定されている場合、電話回線２１を介して受信したファクシミリデータをＲＡＭ３の一
般情報記憶領域内のファクシミリデータ記憶領域に格納し、メモリ受信が設定されていな
い場合、電話回線２１を介して受信したファクシミリデータを記録部１２により記録用紙
上に記録させる。そしてＣＰＵ１が、一般ファクシミリ受信が終了したか否かを判断する
（Ｓ１３３）。
【０１７３】
　一般ファクシミリ受信が終了していれば（Ｓ１３３：ＹＥＳ）、Ｓ１２５に進んで回線
を切断し、このルーチンを終了する。
【０１７４】
　Ｓ１３３において、一般ファクシミリ受信が終了していなければ（Ｓ１３３：ＮＯ）、
Ｓ１３２に戻って一般ファクシミリ受信を継続する。
【０１７５】
　次に、送信も受信もコピーもしていない時の親機の動作モードである待機モードおよび
待機モードからのキー操作に基づく動作について説明する。待機モードにおいては、図１
１に示すように、先ずＣＰＵ１が、ファンクションキー２８が押下されたか否かを判断す
る（Ｓ１４０）。すなわち、上記ファクシミリ装置のＲＡＭ３やＥＥＰＲＯＭ６に、伝言
ボックス関係以外の各種の設定や登録を行う場合、使用者がファンクションキー２８を押
下するので、それを調べるのである。
【０１７６】
　ファンクションキー２８が押下されていなければ（Ｓ１４０：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ボ
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ックス指定キー２３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４１）。すなわち、ボックス指
定キー２３は、伝言ボックスの番号を指定するために使用されるばかりでなく、いわゆる
ワンタッチダイヤルにも使用されるものであって、ワンタッチで発呼させたい場合、使用
者が所望のボックス指定キー２３を押下するので、それを調べるのである。
【０１７７】
　ボックス指定キー２３が押下されていなければ（Ｓ１４１：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、プラ
イベートキー２９が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４２）。すなわち、伝言ボックス
に関係する登録、電話帳表示、アクセスなどを行いたい場合、使用者が先ずプライベート
キー２９を押下するので、それを調べるのである。
【０１７８】
　プライベートキー２９が押下されていなければ（Ｓ１４２：ＮＯ）、このルーチンを終
了する。すなわち、待機中においては、ファンクションキー２８、ボックス指定キー２３
、あるいはプライベートキー２９が押下されるまでは、それらの押下が常に検出されてい
る。
【０１７９】
　Ｓ１４２において、プライベートキー２９が押下されていれば（Ｓ１４２：ＹＥＳ）、
ＣＰＵ１が、ダイヤルキー２２が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４３）。すなわち、
伝言ボックスに対応する特定個人毎に分類されていない、電話帳の全体を検索したい場合
、使用者がプライベートキー２９に続いてダイヤルキー２２を押下するので、それを調べ
るのである。なお、本明細書における電話帳とは、使用者の登録操作によりＥＥＰＲＯＭ
６に記憶された電話番号の集合を表す概念であり、各電話番号と関連付けて、相手先名称
や電話帳における位置を表す連続番号などがＥＥＰＲＯＭ６に記憶される。また、電話帳
には、各電話番号に対応付けてグループ名を登録することができ、同一グループ名の付さ
れた電話番号のみを纏めたプライベート電話帳として利用できる。このグループ名は、伝
言ボックスが割当てられている特定個人に対応しており、伝言ボックス毎に電話帳を作成
したのと同様な効果が得られる。すなわち、プライベート電話帳を利用した場合、特定の
グループに所属している電話番号だけが登録されている電話帳と同様に使用できる。
【０１８０】
　Ｓ１４３において、ダイヤルキー２２が押下されていなければ（Ｓ１４３：ＮＯ）、Ｃ
ＰＵ１が、ファンクションキー２８が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４４）。すなわ
ち、伝言ボックスに関する各種の設定、登録を行う場合、使用者がプライベートキー２９
に続いてファンクションキー２８を押下するので、それを調べるのである。
【０１８１】
　Ｓ１４４において、ファンクションキー２８が押下されていなければ（Ｓ１４４：ＮＯ
）、ＣＰＵ１が、ボックス指定キー２３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４５）。す
なわち、プライベート電話帳を利用したい場合や伝言ボックスにアクセスしたい場合、使
用者がプライベートキー２９に続いて所望のボックス指定キー２３を押下するので、それ
を調べるのである。
【０１８２】
　Ｓ１４５において、ボックス指定キー２３が押下されていなければ（Ｓ１４５：ＮＯ）
、このルーチンを終了する。すなわち、プライベートキー２９が押下された後、所定時間
以内にボックス指定キー２３もファンクションキー２８もボックス指定キー２３も押下さ
れなければ、実行すべき処理が特定できないので、ルーチンを終了するのである。
【０１８３】
　Ｓ１４５において、ボックス指定キー２３が押下されていれば（Ｓ１４５：ＹＥＳ）、
プライベート電話帳を利用したダイヤリングや伝言ボックスへのアクセスなどを行うプラ
イベート処理を実行し（Ｓ１４６）、このルーチンを終了する。このプライベート処理に
ついては、後に詳述する。
【０１８４】
　Ｓ１４４において、ファンクションキー２８が押下されていれば（Ｓ１４４：ＹＥＳ）
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、ＣＰＵ１が、ボックス指定キー２３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４７）。すな
わち、プライベートキー２９、ファンクションキー２８、ボックス指定キー２３の順にキ
ー操作がなされた場合、ボックス指定キー２３により指定された伝言ボックスに関する登
録を行うということなので、それを調べるのである。
【０１８５】
　ボックス指定キー２３が押下されていれば（Ｓ１４７：ＹＥＳ）、使用者による登録操
作に基づいて各種の登録を行い（Ｓ１４８）、このルーチンを終了する。すなわち、使用
者による各種のキー操作などに応じて、グループ名や応答メッセージなどをＲＡＭ３ある
いはＥＥＰＲＯＭ６に記憶させる。
【０１８６】
　Ｓ１４７において、ボックス指定キー２３が押下されていなければ（Ｓ１４７：ＮＯ）
、このルーチンを終了する。すなわち、ファンクションキー２８が押下された後、所定時
間内にボックス指定キー２３が押下されなければ、使用者が伝言ボックスに関する登録を
希望しなくなったものと見做して、ルーチンを終了するのである。
【０１８７】
　Ｓ１４３において、ダイヤルキー２２が押下されていれば（Ｓ１４３：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１が、スタートキー３３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１４９）。すなわち、プラ
イベートキー２９およびダイヤルキー２２が押下された後にスタートキー３３が押下され
た場合、ダイヤルキー２２により指定された電話番号にダイヤリングするということなの
で、それを調べるのである。
【０１８８】
　スタートキー３３が押下されていれば（Ｓ１４９：ＹＥＳ）、その電話番号にダイヤリ
ングし（Ｓ１５０）、このルーチンを終了する。すなわち、使用者が電話帳における所望
の２桁の連続番号をダイヤルキー２２を押下することにより入力すると、その連続番号に
対応した相手先名称または電話番号がＬＣＤ４５の表示画面に表示されるので、それが所
望の相手先であれば、スタートキー３３を押下する。これにより、ＬＣＤ４５の表示画面
に表示されている相手先の電話番号が自動的に発呼されるのである。
【０１８９】
　Ｓ１４９において、スタートキー３３が押下されていなければ（Ｓ１４９：ＮＯ）、こ
のルーチンを終了する。すなわち、ダイヤルキー２２が押下された後、所定時間内にスタ
ートキー３３が押下されなければ、使用者がプライベート電話帳の短縮ダイヤルを利用し
ての発呼を希望しなくなったものと見做して、ルーチンを終了するのである。
【０１９０】
　Ｓ１４１において、ボックス指定キー２３が押下されていれば（Ｓ１４３：ＹＥＳ）、
そのボックス指定キー２３に対応するワンタッチダイヤルの電話番号にダイヤリングした
いと使用者が望んでいるということなので、ＣＰＵ１が、オンフック状態であるか否かを
判断する（Ｓ１５１）。
【０１９１】
　オンフック状態であれば（Ｓ１５１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、スタートキー３３が押下
されたか否かを判断する（Ｓ１５２）。すなわち、使用者がボックス指定キー２３を押下
すると、そのボックス指定キー２３に対応するワンタッチダイヤルの相手先名称がＬＣＤ
４５の表示画面に表示され、それが所望の相手先に間違いなければ、オンフック状態では
スタートキー３３を押下するので、それを調べるのである。
【０１９２】
　スタートキー３３が押下されていれば（Ｓ１５２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ボックス指
定キー２３により指定された電話番号をダイヤリングさせ（Ｓ１５３）、このルーチンを
終了する。
【０１９３】
　Ｓ１５２において、スタートキー３３が押下されていなければ（Ｓ１５２：ＮＯ）、ダ
イヤリングせずに、このルーチンを終了する。すなわち、ボックス指定キー２３が押下さ
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れた後、所定時間内にスタートキー３３が押下されなければ、使用者がワンタッチダイヤ
ルによる発呼を希望しなくなったものと見做して、ルーチンを終了するのである。
【０１９４】
　Ｓ１５１において、オンフック状態でなければ（Ｓ１５１：ＮＯ）、既に回線が閉結さ
れているので、スタートキー３３が押下されるのを待つことなく、Ｓ１５３に進んでダイ
ヤリングする。
【０１９５】
　Ｓ１４０において、ファンクションキー２８が押下されていれば（Ｓ１４０：ＹＥＳ）
、使用者が伝言ボックス関係以外の各種の設定や登録を望んでいるということなので、使
用者による各種のキー操作に従って設定や登録を行い（Ｓ１５４）、このルーチンを終了
する。
【０１９６】
　次に、Ｓ１４６で実行されるプライベート処理の詳細について説明する。プライベート
処理においては、図１２に示すように、先ずＣＰＵ１が、正しい暗証番号が入力されたか
否かを判断する（Ｓ１６０）。具体的には、ボックス指定キー２３により指定された伝言
ボックスに対応する暗証番号がダイヤルキー２２の押下により入力されたかどうかを調べ
る。すなわち、伝言ボックスの暗証番号を知らない者により不正にプライベート電話帳が
使用されたり伝言ボックスにアクセスされたりするのを防止するために、暗証番号を確認
しているのである。
【０１９７】
　正しい暗証番号が入力されれば（Ｓ１６０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、消去キー２５が押
下されたか否かを判断する（Ｓ１６１）。すなわち、伝言ボックスに格納されているメッ
セージを消去したい場合、使用者により消去キー２５が押下されるので、それを調べるの
である。
【０１９８】
　消去キー２５が押下されていなければ（Ｓ１６１：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、再生キー２６
が押下されたか否かを判断する（Ｓ１６２）。すなわち、伝言ボックスに格納されている
メッセージを再生したい場合、使用者により再生キー２６が押下されるので、それを調べ
るのである。
【０１９９】
　再生キー２６が押下されていなければ（Ｓ１６２：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、録音キー２４
が押下されたか否かを判断する（Ｓ１６３）。すなわち、伝言ボックスにメッセージを格
納したい場合、使用者により録音キー２４が押下されるので、それを調べるのである。
【０２００】
　録音キー２４が押下されていなければ（Ｓ１６３：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ダイヤルキー
２２が押下されたか否かを判断する（Ｓ１６４）。すなわち、プライベート電話帳を利用
して短縮ダイヤルにより発呼したい場合、使用者によりダイヤルキー２２が押下されるの
で、それを調べるのである。
【０２０１】
　ダイヤルキー２２が押下されていなければ（Ｓ１６４：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、ボックス
指定キー２３が押下されたか否かを判断する（Ｓ１６５）。すなわち、プライベート電話
帳を検索して発呼したい場合、使用者によりボックス指定キー２３あるいは左右のスクロ
ールキー３６，３８が押下されるので、それを調べるのである。
【０２０２】
　ボックス指定キー２３が押下されていなければ（Ｓ１６５：ＮＯ）、ＣＰＵ１が、左右
のスクロールキー３６，３８が押下されたか否かを判断する（Ｓ１６６）。すなわち、プ
ライベート電話帳を検索して発呼したい場合、使用者によりボックス指定キー２３あるい
は左右のスクロールキー３６，３８が押下されるので、それを調べるのである。
【０２０３】
　左右のスクロールキー３６，３８が押下されていなければ（Ｓ１６６：ＮＯ）、このル
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ーチンを終了する。すなわち、正しい暗証番号が入力された後、所定時間内にいずれのキ
ー操作もなされなければ、使用者がプライベート電話帳の使用や伝言ボックスへのアクセ
スを希望しなくなったものと見做して、ルーチンを終了するのである。
【０２０４】
　Ｓ１６６において、左スクロールキー３６あるいは右スクロールキー３８が押下されて
いれば（Ｓ１６６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、スタートキー３３が押下されたか否かを判断
する（Ｓ１６７）。すなわち、使用者が左スクロールキー３６あるいは右スクロールキー
３８を押下すると、ＬＣＤ４５の表示画面に表示されているプライベート電話帳の送信先
名称が順次切り替わり、所望の送信先名称が表示された時点で使用者がスタートキー３３
を押下するので、それを調べるのである。
【０２０５】
　スタートキー３３が押下されていれば（Ｓ１６７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１が、ＬＣＤ４５
の表示画面に表示されている送信先名称に対応する電話番号をダイヤリングして（Ｓ１６
８）、このルーチンを終了する。
【０２０６】
　Ｓ１６７において、スタートキー３３が押下されていなければ（Ｓ１６７：ＮＯ）、ダ
イヤリングせずに、このルーチンを終了する。すなわち、左スクロールキー３６あるいは
右スクロールキー３８が押下された後、所定時間以内にスタートキー３３が押下されなけ
れば、使用者がプライベート電話帳の検索による発呼を希望しなくなったものと見做して
、ルーチンを終了するのである。
【０２０７】
　Ｓ１６５において、ボックス指定キー２３が押下されていれば（Ｓ１６５：ＹＥＳ）、
Ｓ１６７に進んで、スタートキー３３が押下されたか否かの判断以降の処理を行う。すな
わち、使用者が所望のボックス指定キー２３を押下する毎に、ＬＣＤ４５の表示画面に表
示されているプライベート電話帳の送信先名称が順次切り替わるので、左右のスクロール
キー３６，３８が押下された場合と同様の処理を実行するのである。
【０２０８】
　Ｓ１６４において、ダイヤルキー２２が押下されていれば（Ｓ１６４：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１が、オンフック状態であるか否かを判断する（Ｓ１６９）。
【０２０９】
　オンフック状態であれば（Ｓ１６９：ＹＥＳ）、Ｓ１６７に進み、オンフック状態でな
ければ（Ｓ１６９：ＮＯ）、スタートキー３３の押下操作は不要であるのでＳ１６８に進
む。
【０２１０】
　Ｓ１６３において、録音キー２４が押下されていれば（Ｓ１６３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
が、オンフック状態であるか否かを判断する（Ｓ１７０）。
【０２１１】
　オンフック状態であれば（Ｓ１７０：ＹＥＳ）、伝言ボックスにボックスメモ録音し（
Ｓ１７１）、オンフック状態でなければ（Ｓ１７０：ＮＯ）、伝言ボックスにボックス会
話録音して（Ｓ１７２）、このルーチンを終了する。なお、ここでいうボックスメモ録音
とは、ハンドセットとは別に設けられたマイクロホンに入力された使用者の声に応じた音
声データを伝言ボックスに格納することであり、ボックス会話録音とは、電話回線２１を
通じて入力された相手の声と使用者の声とに応じた音声データを伝言ボックスに格納する
ことである。
【０２１２】
　Ｓ１６２において、再生キー２６が押下されていれば（Ｓ１６２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１
が、伝言ボックスに格納されている音声メッセージを再生させ（Ｓ１７３）、次いで伝言
ボックスに格納されているファクシミリメッセージを再生させて（Ｓ１７４）、このルー
チンを終了する。なお、音声メッセージの再生は、ハンドセットがオフフックされている
場合にはハンドセットのスピーカを用いて行い、ハンドセットがオンフックされている場
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合にはハンドセットとは別に設けられたスピーカを用いて行う。また、ファクシミリメッ
セージの再生は、伝言ボックスに格納されているファクシミリデータに基づいて記録部１
２により記録用紙上に画像を印字することにより行う。
【０２１３】
　Ｓ１６１において、消去キー２５が押下されていれば、（Ｓ１６１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ
１が、伝言ボックスに格納されているメッセージを消去して（Ｓ１７５）、このルーチン
を終了する。
【０２１４】
　Ｓ１６０において、正しい暗証番号が入力されていなければ（Ｓ１６０：ＮＯ）、この
ルーチンを終了する。
【０２１５】
　なお、図１２に示す上記プライベート処理の手順において、単に伝言ボックスと記述さ
れているのは、もちろん使用者によるボックス指定キー２３の押下により指定された伝言
ボックスのことである。
【０２１６】
【発明の効果】
　以上説明したように請求項１に記載した発明の通信装置によれば、

できる。
【０２１７】
【０２１８】
　更に、請求項 に記載した発明の通信装置によれば、請求項 記載の通信装置による効
果に加えて、待機中に伝言ボックス機能を使用できる。
【０２１９】
　また、請求項 に記載した発明の通信装置によれば、請求項 または請求項 に記載の
通信装置による効果に加えて、伝言ボックスに対応して予め登録された暗証情報を入力す
るためのキー操作がなされることを条件として、伝言ボックス機能が使用可能になるので
、暗証情報を知らない者による伝言ボックスの不正な使用を良好に防止できる。
【０２２０】
　更に、請求項 に記載した発明の通信装置によれば、請求項 ないし請求項 のいずれ
かに記載の通信装置による効果に加えて、プライベート電話帳に対応して予め登録された
暗証情報を入力するためのキー操作がなされることを条件として、プライベート電話帳機
能が使用可能になるので、暗証情報を知らない者によるプライベート電話帳の不正な使用
を良好に防止できる。
【０２２１】
　また、請求項 に記載した発明の通信装置によれば、請求項 ないし請求項 のいずれ
かに記載の通信装置による効果に加えて、プライベート電話帳の短縮ダイヤル機能と辞書
順検索機能との双方を利用できてたいへん便利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る通信装置の一例としてのファクシミリ装置の回路ブロック図であ
る。
【図２】　図１に示すファクシミリ装置に備えられた操作パネルの平面図である。
【図３】　図１に示すファクシミリ装置に備えられた子機の正面図である。
【図４】　図１に示すファクシミリ装置に備えられたＲＡＭの記憶領域の概念説明図であ
る。
【図５】　図１に示すファクシミリ装置による留守番電話モードにおける着信処理の手順
を説明するフローチャートである。
【図６】　図５に示すフローチャートにおける伝言ボックス処理の手順の詳細を説明する
フローチャートである。
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共通のキーが、伝言
ボックス機能を使用するためのキーとワンタッチダイヤル機能を使用するためのキーとプ
ライベート電話帳機能を使用するためのキーとの３つを共用しているので、キーの設置数
を最大限に削減

２ １

３ １ ２

４ １ ３

５ １ ４



【図７】　図１に示すファクシミリ装置によるＦ／Ｔモードにおける着信処理の手順を説
明するフローチャートである。
【図８】　図１に示すファクシミリ装置による手動受信モードにおける着信処理の手順を
説明するフローチャートである。
【図９】　図１に示すファクシミリ装置による子機側手動受信モードにおける着信処理の
手順を説明するフローチャートである。
【図１０】　図１に示すファクシミリ装置による回線モニタモードにおける着信処理の手
順を説明するフローチャートである。
【図１１】　図１に示すファクシミリ装置による待機モードにおける各種処理の手順を説
明するフローチャートである。
【図１２】　図１１に示すフローチャートにおけるプライベート処理の手順の詳細を説明
するフローチャートである。
【符号の説明】
　１　ＣＰＵ
　２　ＮＣＵ
　３　ＲＡＭ
　４　モデム
　５　ＲＯＭ
　６　ＥＥＰＲＯＭ
　７　ゲートアレイ
　８　コーデック
　９　ＤＭＡＣ
　１１　読取部
　１２　記録部
　１３　操作部
　１４　表示部
　１５　通信部
　１６　子機
　２１　電話回線
　２３　ボックス指定キー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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